
　　　　　　

　この度申請の農地法第　　　条の規定による許可のあった時は、次の事項を厳守する

ことを誓約致します。

１．末尾物件を　　　　　に転用するが、道路・水路等に接するため関係機関の境界等

　　設定確認を得て工事を施工致します。

２．宅地造成等規制法に基づく工事を施工致します。

３．転用により付近の土地・道路その他の施設等に被害を及ぼさないように致します。

４．転用により隣接地の農作物や耕作に支障のないように致します。

５．転用にあたって隣接土地の所有者と立会いの上境界の設定を致します。

６．印南町農業委員会が別に附する条件についても確実に実行致します。

　以上各該当事項について十分注意し、万一被害が発生した時は可及的速やかに且つ

自発的に責任をもって損害賠償にあたると共に委員会に迷惑をかけないよう諸施策を

講じます。
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